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はじめに

社会教育は、市民一人ひとりの自発的な学びと実践を通じて、地域社会の

活力と連帯を育む基盤である。とりわけ社会教育関係団体は、多世代にわた

る活動を通して、地域コミュニティの形成と継承を支えてきた重要な存在で

ある。

一方で、人口減少・少子高齢化の進行、共働き世帯の増加、価値観の多様化、

デジタル社会の進展など、社会教育を取り巻く環境は大きく変化している。

コロナ禍を経て、社会教育関係団体における従来型の活動形態や運営体制の

ままでは、団体の持続可能性が揺らぎかねない状況にあることは押さえてお

かなければならない。

本会議では、平成２８・２９年度において、「これからの社会教育関係団体

の支援のあり方について（提言）」をまとめ、各団体にお示しした。社会情勢

が様変わりしたことも踏まえ、もう一度、このテーマで調査・研究を行うこと

で、各団体が直面している様々な課題に行政がどう支援し、団体がどのよう

に活動を継続していくのか、一つの方向性を示すことが出来れば幸いである。

提言の作成にあたっては、各団体へ令和７年３月から６月にかけてアンケ

ート調査及びヒアリングを実施したほか、令和８年２月には情報交換会を開

催した。また、令和７年度に試行的に実施した各種連携事業における成果を

踏まえ、本市における社会教育関係団体支援の在り方を再構築し、次世代へ

継承可能な基盤を形成するための、一種の戦略的な方向性を示すものとして

活用されることを期待する。

令和８年３月１８日

春日部市社会教育委員会議

委員長 小野 奈生子
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第１章 提言作成にいたる経緯

毎年度の第１回社会教育委員会議では、社会教育関係団体事業費補助金について審議

があり、社会教育委員の意見を聴取している。

これは、社会教育法第十三条にある「国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し

補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会

等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。第

五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委

員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めると

ころにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合

議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。」に則っている。

委員より、「団体が実際どんな取組を行っているのか。団体選出の委員からは直接話を

聴くことができるが、他団体は資料のみで判断することになる。もっと団体のことを知

る必要がある。」という意見があったほか、他の委員からは「定期的に社会教育関係団体

の支援については、社会教育委員会議で取り上げた方が良いのではないか」との話があ

った。

以上を踏まえ、今期の社会教育委員会議について、調査・研究したいテーマを各委員

から数多く出していただいたが、「社会教育関係団体の支援のあり方」に決定し、提言作

成に向けて動き出すことになった。

参考までに、今回は手がけられなかったが、委員から出されたテーマについては、以

下のとおりとなっている。

・社会教育委員の仕事について

・社会教育行政と各団体との相乗効果について

・高齢社会とデジタル化

・グローバル化が進んでいる社会における社会教育について

・地域の実情と子育て支援について

・社会教育施設の充実に向けて

・社会教育講座の講師の多様化と、特に青少年（小学生～大学生）の若い力を

社会教育に―現状と課題―

・市内の諸医療機関による健康講座の実施状況の調査

・市内の諸団体や公民館その他の行政による防災事業講座の実施状況の調査および

災害時における市民の連帯・絆の醸成方策の探求
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第２章 概念の整理と社会教育関係団体の現状および課題

（１）概念の整理

提言を作成するにあたって、「社会教育関係団体」の概念について整理をしておきたい。

社会教育関係団体とは、社会教育法第十条で「法人であると否とを問わず、公の支配

に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」と明記さ

れている。広義の社会教育関係団体は、子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト、

ＰＴＡ、文化連合会など様々な団体があるほか、市内各公民館等で活動する利用者団体

まで含むが、本提言において「社会教育関係団体」とは、「春日部市が社会教育関係団体

事業費補助金を交付している社会教育関係団体」として議論を進める。

具体的には、以下の５団体が対象となる。

・春日部市子ども会育成連絡協議会

・春日部ボーイスカウト連絡協議会

・春日部市ガールスカウト連絡会

・春日部市ＰＴＡ連合会

・春日部市文化連合会

なお、平成２８・２９年度の提言においても社会教育関係団体に関する調査・研究を

行っており、当時は６団体となっていたが、春日部市連合婦人会が令和５年度をもって

解散したため、現在は５団体となっていることを申し添える。

（２）社会教育関係団体の現状および課題

令和７年３月の社会教育委員会議で作成したアンケートに基づき、４月から５月にか

けて、各団体にアンケート調査を行った。また、アンケートの回答も参考にしながら、

ヒアリング調査も実施した。

さらに、毎年度実施している社会教育関係団体情報交換会に社会教育委員が初めて出

席し、アンケートやヒアリング結果も含めて、団体に現状や課題をお聴きするとともに、

日頃の活動や団体運営の本音等を情報交換する場を設けた。

アンケートの詳細や調査結果は資料編を参照いただきたいが、現状については表にま

とめるとともに、共通の課題をいくつかピックアップした。

まずは、各団体の現状をご覧いただきたい。
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続いて、課題であるが、以下の４点が共通課題として浮かび上がってきた。

１．担い手不足および世代交代の停滞

２．役員負担の固定化

３．情報発信の不足

４．いわゆる若年層の参加機会の限定

特に、「活動は楽しいが、次の担い手が見つからない」という声は、複数団体に共通し

ていた。団体の理念が揺らいでいるのではなく、また役員をはじめとした会員の活動意

欲が低下しているのではなく、団体運営の構造そのものが、時代の変化に適合していな

いことが課題の本質ではないかということが明らかになってきた。

これらの課題は、単に個別団体の努力不足や一時的な人員減少によるものではない。
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社会構造の変化と団体運営の仕組みとの間に生じている「ミスマッチ」に起因している

と考えられる。

要因を２つに分けてまとめると、つぎのようになる。

① 社会構造・制度・世代交代などの背景

・少子高齢化等による地域コミュニティの弱体化

・働き方の多様化に伴う定期的な参加へのハードル

・デジタル化への対応の遅れ

② 団体運営上の目に見える問題

・担い手不足、役員固定化

・情報発信の不足

・いわゆる若年層の参加機会の限定

・「義務」から「選択」への意識変化

このように、団体での活動や学びについて、文部科学白書では「地域における学びは、

一人一人の生涯にわたる学びを支援し、住民相互のつながりの形成の促進、地域の持続

的発展にも資することから、より一層重要になっています。」とあり、「第 4 期教育振興

基本計画」では、「社会教育による『学び』を通じて人々の『つながり』や『かかわり』

を作り出し、協力し合える土壌を耕しておくことが求められる」と記載している。持続

的な地域コミュニティの基盤を形成するうえで、社会教育の役割はより一層重要になっ

ているとともに、団体の理念や活動の価値は依然として高いということが分かる。一方

で、団体運営モデルの更新が追いついていないことが、持続可能性を揺るがすこととな

っている。

平成３０年１２月の中央教育審議会の答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向け

た社会教育の振興方策について」では、地域における社会教育の意義と果たすべき役割

として「『社会教育』を基盤とした、人づくり、つながりづくり、地域づくり」が示され、

新たな社会教育の方向性として、「開かれ、つながる社会教育の実現」が掲げられたこと

も踏まえ、社会構造の変化に応じて、団体の形態を変化し進化する必要があることが言

える。
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第３章 支援の基本的視点

前章で整理したとおり、社会教育関係団体が直面している課題は、個別団体の努力や

意欲の問題ではなく、社会構造の変化と従来型の団体運営モデルとの間に生じている構

造的なミスマッチに起因している。

したがって、行政の支援のあり方も、従来の「財政的な補完」を中心とした支援から

一歩進み、団体の持続可能性を高めるための「関係性の再構築」と「構造改革の後押し」

へと転換していく必要がある。

社会教育関係団体の支援にあたっては、その自主性・自立性を最大限尊重することを

前提としつつ、行政は単なる補助金交付主体だけではなく、団体とともに課題を共有し、

解決に向けて「伴走する」存在であることが求められる。

「伴走」については、文部科学省の社会教育士に関するページで、「社会教育士は、地

域のヒト、コト、モノの情報や地域の想いや願いを共有し、地域の人たちに伴走しなが

ら地域の人たちと一緒になって学びの機会をつくり、新たな人との出会いやつながりを

つくり、持続可能な地域をつくる」とある。これは、社会教育主事や社会教育関係職員

にも同じことが言えるため、「伴走する」という言葉を用いた。

その基本的視点として、次の三点を提案する。

１．自立性を高める支援への転換

補助金は団体活動を支える重要な基盤であるが、財政的支援のみに依存した運営は、

団体の柔軟性や主体性を損なうおそれもある。

今後は、

・自主財源の確保に向けた研修や情報提供

・事業企画力向上のための学習機会の創出

・他団体や企業等との連携機会の拡充

などを通じて、団体自らが選択し、挑戦できる環境を整える支援へと転換していくこ

とが重要である。

「団体を存続する、守るための支援」から「団体をさらに伸ばすための支援」へと視

点を移すことが求められる。
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２．構造改善を促す支援

担い手不足を単なる人員確保の問題として捉えるのではなく、「役割構造そのものの

見直し」が必要である。

具体的には、

・役員の職務の細分化・明確化

・単年度集中型運営からの転換

・オンライン会議やデジタルツールの活用

・書類様式の簡素化

など、団体運営の負担軽減につながる仕組みづくりを行政が積極的に後押しすること

が求められる。

従来の運営形態を前提とした支援ではなく、団体が「変わること」を前提とした支援

への転換が必要である。

３．次世代との連携支援

若年層を「参加者」や「受益者」として位置づけるだけでは、持続的な世代交代は実

現しない。

若年層が、企画段階から関与し、自らの発想を生かせる活動機会を創出することが重

要である。

そのためには、

・若年層との意見交換の場の設定

・高校生・大学生等との協働事業の試行

・デジタル媒体を活用した発信強化

など、団体の内部における世代間の連携を意識した支援を展開する必要がある。

次世代との関係性の構築は、単なる担い手確保だけではなく、団体活動そのものの活

性化につながるものである。
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第４章 試行的取組の実施と得られた知見

前章で示した支援の基本的視点を具体化するため、今年度、団体とのヒアリングや行

政と団体間における普段の会話の中から生まれた新たな取組を試行的に実施した。

ここでは、その概要と成果、見えてきた課題について整理する。

（１）全自治会を対象としたアンケート調査の実施 ― 構造改善を促す支援の試み ―

① 実施の背景

春日部市子ども会育成連絡協議会では、担い手不足や加盟団体数の減少が課題となっ

ていた。一方で、市内の子ども会の実態が十分に把握できていない状況もあり、潜在的

な担い手や子ども会の新規立ち上げの可能性を探る必要があった。

② 取組内容

全自治会を対象にアンケート調査を実施し、

・子ども会の有無

・活動内容

・協議会への協力可能性

・新規立ち上げの意向

等を把握した。

その結果、「興味がある」と回答した自治会に向けて団体説明会を開催するとともに、

子ども会立ち上げを希望する自治会に対して助言・支援を行った。

③ 成果

・約６割の自治会から回答を得ることができた

・市内の子ども会の実態を初めて体系的に把握できた

・協議会活動に関心を持つ自治会との新たな接点が生まれた

・「役員をやってみたい」という潜在的な存在が可視化された

単なる役員募集ではなく、構造的な現状把握に基づく改善の第一歩となった。

④ 課題

・継続的フォロー体制の構築

・立ち上げ後の伴走支援の仕組みづくり

が今後の課題である。

団体説明会の様子
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（２）子ども大学への参画 ― 次世代との連携支援の試み ―

① 実施の背景

春日部市文化連合会から、次世代に文化を継承していきたいとの意向が示された。そ

こで、社会教育課が共栄大学・春日部青年会議所とともに実施している「子ども大学か

すかべ」のプログラムへの参画を提案した。

② 取組内容

小学４年生から６年生を対象とする「子ども大学かすかべ」において、民踊・箏・日

本舞踊・生け花・水引・押し花の講義・体験プログラムを実施した。

各部門の先生による講義・実演の後、児童が興味のある分野を選択して体験する形式

とし、文化連合会会員が講師を務めた。

③ 成果

・参加児童から高い満足度が得られた

・団体側にとっても新たな活動機会となった

・「教える側」としてのやりがいの再確認につながった

・会員同士が、お互いのことを学ぶ機会になった

従来の活動とは異なり、次世代との接点を創出するという意義を持つ取組となった。

④ 課題

・単発で終わらせない継続性

・若年層を将来的な担い手へどう継続させるか

・団体内の受入体制整備

が今後の課題である。

日本舞踊の実演

生け花の体験 尺八の体験
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（３）留学生との交流事業の実施 ― 外部との連携支援の試み ―

① 実施の背景

春日部市ガールスカウト連絡会では、こどもたちや指導者から外国の方と交流したい

という希望が挙がった。

そこで、市内の共栄大学に協力を依頼し、留学生との交流事業を企画した。

② 取組内容

留学生が活動場所を訪問し、

料理づくり（生春巻き）

昼食交流

レクリエーション

歌（「きよしこの夜」を日本語・英語・ベトナム語で歌う）

ダンス（ベトナムで踊られている踊りを一緒に踊る）

を通じた交流を実施した。

③ 成果

・こどもたちの主体的な参加意欲が高まった

・国際理解の促進

・大学との新たな連携関係の構築

団体単独では実現が難しかった取組が、外部との連携によって可能となった。

④ 課題

・継続的な連携の仕組みづくり

・事業調整にかかる負担軽減

・他団体へ展開する場合の可能性の検討

が今後の課題である。

料理づくり

レクリエーション ダンスを一緒に！
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（４）盆踊り動画の作成 ― デジタル活用による持続可能性支援の試み ―

① 実施の背景

春日部市文化連合会との話で、各自治会の夏祭りで踊られる盆踊りについて、「自治会

内に指導者がいない」との相談が寄せられ、１つの自治会へ指導に赴いた。その際、自

治会側から「多くの自治会で同様の課題を抱えているのではないか。動画を作成し、そ

れを活用できるようにすれば、地域で自主的に練習できるのではないか」との提案があ

った、と社会教育課に報告があり、動画の作成はできるか相談があった。

この相談を受け、団体の持っている知見や技術を広く地域へ共有する仕組みとして、

盆踊り動画の作成を試行することとした。

② 取組内容

社会教育課は、社会教育関係団体支援の一環として、

・撮影会場の確保

・撮影体制の調整

・地域で活動する映像制作者への依頼

等の調整を行い、動画制作を支援した。

撮影は３月５日に実施し、４月までに編集を完了し、市公式ホームページへの掲載お

よびＤＶＤの貸出を予定している。

③ 成果（見込）

本取組により、

・各自治会が自主的に盆踊りを練習できる環境整備

・指導者不足の緩和

・地域における文化の継承基盤の強化

・団体の専門性の「見える化」

が期待される。

これは、単なる動画制作ではなく、団体の専門性をデジタル化し、地域全体で共有可

能な資源へと転換する試みである。

④ 課題

・動画の周知方法

・継続的な内容更新

アナウンス収録風景

盆踊り撮影風景
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・他分野への横展開の可能性

などが今後の課題である。

本章で示した四つの試行的取組は、それぞれ規模は大きくないものの、団体の可能性

を引き出し、地域との新たな接点を生み出す契機となった。

共通しているのは、行政が「補助金交付主体」としてだけではなく、団体と課題を共

有し、調整や連携のしかけを行う「伴走者」として関わった点である。

これらの実践は、社会教育関係団体が変化に対応しながら持続していくためには、財

政支援のみならず、

・構造改善の後押し

・次世代との連携

・外部機関との連携支援

・デジタル活用の推進

といった多面的な支援が不可欠であることを示している。

そして、春日部市における社会教育関係団体支援が新たな段階へ移行可能であること

もあわせて示している。
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第５章 社会教育関係団体の支援のあり方に関する提言

第４章で得られた試行的取組の成果を踏まえ、春日部市の社会教育関係団体が持続可

能に活動できる環境を整備するため、以下の三点を提言する。いずれも、団体の自主性

を尊重しつつ、行政が「伴走者」として支援することを前提としている。

提言１ 団体が主体的に活動できるよう「楽しさ」を起点とした支援を行うこと

趣旨

団体活動の参加ハードルを下げ、幅広い世代が主体的に関わることを促す。

具体策

短時間参加型、体験型、親子参加型など、柔軟で参加しやすい活動形態への転換を促す

新規企画や活動形態の試行に対する「伴走者」としての支援と広報支援を行う

期待効果

より多くの市民が気軽に参加でき、次世代の担い手育成にもつながる。

行政への提言

団体が新しい活動形態に挑戦できるよう「伴走者」としての支援を実施し、市民への周

知・広報も積極的に行うこと。

提言２ 柔軟な参加モデルを導入できる運営支援を行うこと

趣旨

個人のライフスタイルに応じた柔軟な関わり方を可能にすることで、会員・役員の負担

軽減と参加意欲の向上を両立させる。

具体策

スポット参加制度、役員分担制、任期柔軟化などの導入支援

他団体の先進事例や制度面の工夫を共有することで、運営改善を促進
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期待効果

団体の持続可能性が高まり、次世代への継承が容易になる。

行政への提言

制度面や運営方法に関する助言・調整を行い、団体が柔軟な運営に取り組める環境を整

備すること。

提言３ 団体間や地域との連携を円滑にする支援体制を整備すること

趣旨

団体横断型プロジェクトや地域団体・学校・大学との協働を推進し、学びと活動の循環

を生む地域コミュニティ基盤を構築する。

具体策

団体間の情報共有・協働事業の仕組みを整備

学校・大学・自治会など外部機関との連携を支援する調整機能を強化

期待効果

活動に必要な資源・人材・機会が共有され、地域全体の学習環境が充実。

次世代への継承もスムーズになる。

行政への提言

団体間や関係機関との調整・連携を行うコーディネーター機能を強化し、連携が生まれ

やすい支援体制を整備すること。

13



第６章 今後の展望と５年間の目標

前章で示した提言を踏まえ、春日部市の社会教育関係団体が持続可能に活動できる環

境を整備するため、今後５年間の展望と具体的な目標を整理する。ここで示す数値目標

や指標は目安であり、年度ごとの状況や社会の変化に応じて柔軟に見直すことを前提と

する。

１．「楽しさ」を起点とした活動支援

団体活動の参加ハードルを下げ、幅広い世代が主体的に関わることを促すため、短時

間参加型や体験型、親子参加型といった柔軟な活動形態への転換を促す。今後５年間で、

新規参加者数の増加や体験型企画の実施回数を着実に拡大することを目標とする。具体

的には、年２回以上の試行的な体験型イベントを開催し、その成果や参加者の意見を反

映して次年度以降の改善につなげる。また、参加者アンケートを通じて活動満足度を継

続的に把握し、より多くの市民が気軽に参加できる環境整備を進める。行政は、各地の

先進事例などを情報提供するとともに、各団体間の情報交換を日頃から定期的に行い、

各団体の進捗状況等をお互いが把握しながら進めることができるような体制を整える。

２．柔軟な参加モデルを導入できる運営支援

個人のライフスタイルに応じた柔軟な関わり方を可能にすることで、役員や会員の負

担軽減と参加意欲の向上を両立させる。５年間で、役員分担制やスポット参加制度、任

期柔軟化などの導入を進め、団体の運営負担感の軽減を目指す。具体策として、導入マ

ニュアルや研修会の実施、他団体の先進事例の共有などを通じて、団体が自主的に運営

改善に取り組める体制を整える。これにより、団体の持続可能性が高まり、次世代への

円滑な継承が可能となることが期待される。行政は、研修会等を開催するとともに、団

体運営に必要なハード面・ソフト面の両面から支援を行う体制を整える。

３．団体間や地域との連携の促進

学びと活動の循環を生む地域コミュニティ基盤を構築するため、団体横断型プロジェ

クトの創出や学校・大学・自治会など地域の関係機関との協働を推進する。５年間の目

標として、団体間プロジェクトの実施件数や外部機関との連携件数の増加、若年層参加

者の継続割合が一定数いることを設定する。行政は、団体間や地域機関との調整・連携

を担うコーディネーター機能を強化し、協働が生まれやすい支援体制を整備することで、

地域全体で学びの資源や活動機会を共有できる環境を作る。
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４．補助金の弾力的な運用と定期的な活動報告

各団体が交付を受けている社会教育関係団体事業費補助金については、新たな取組を

支援するため、例えば「特別枠」を設けるなど、弾力的な運用を検討することが考えら

れる。

各団体が「新たに実施したい事業」を提案し、プレゼンテーション等を通じて審査を

行い、特別枠として補助金を交付する仕組みを設けることで、新しい発想による事業の

実施を財政面から支援するものである。

なお、こうした新規事業は短期間で成果が現れにくいことから、特別枠については３

年間程度の継続交付とし、その進捗状況や成果について社会教育委員会議において報告

する仕組みを設けることが望ましい。これにより、補助金の活用状況の可視化が図られ

る。

あわせて、毎年度交付している補助金についても、社会教育委員会議において各団体

が活用状況を報告する機会を設けることで、団体にとって活動を発信する機会となると

ともに、プレゼンテーション能力や情報発信力の向上にもつながることが期待される。

ただし、各団体の負担とならないよう、簡潔な報告様式とするなど、報告方法につい

ては十分な配慮が必要である。

５．目標達成に向けた留意点

これらの目標は指標例であり、年度ごとの状況や団体の実情に応じて柔軟に見直すこ

とが必要である。行政は、「伴走者」としての支援を継続しつつ、定期的に進捗を評価し、

課題や改善策を次年度に反映させるＰＤＣＡサイクル1を確立することが求められる。ま

た、団体の自主性・主体性を尊重しながら、地域との連携や新しい活動形態の試行を後

押しすることが、持続可能な社会教育関係団体の形成につながる。

また、本会議においても、今後は社会教育関係団体との定期的な情報交換を行うこと

で、どのような支援ができるか、また協働の取組ができるかなどを模索していきたい。

1「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」という一連のプロセ

スを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ
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おわりに

社会教育関係団体は、地域における学びとつながりを支える重要な基盤である。その

価値は時代が変化しても揺らぐものではない。

行政は、補助金交付主体にとどまることなく、団体とともに課題を共有し、変化を支

え、持続可能な仕組みを共に創る「伴走者」としての役割を果たすことが求められる。

社会教育の理念は不変である。しかし、その実践形態は時代に応じて進化しなければ

ならない。現在、中央教育審議会では、「地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教

育の在り方と推進方策について」が諮問され、社会教育の在り方に関する特別部会にお

いて審議されている。主な審議事項に「社会教育活動の推進方策」の項目があり、時代

に即した社会教育活動の在り方が問われている。「人」「場」「ネットワーク」という３つ

の要素がキーワードになっているが、まさしくこの提言においてもその要素が絡み合っ

ていると言っても良い。

そして、

「楽しい」を核に、

「自然に関われる仕組み」を整え、

「新たな参加の形」を柔軟に取り入れる。

本提言が、社会教育関係団体の持続可能な動きにつながるとともに、春日部市におけ

る社会教育のさらなる充実と地域コミュニティの持続的発展につながることを期待する。
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資料編①

春日部市社会教育関係団体事業費補助金

交付団体 事前アンケート
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資料編②

春日部市社会教育関係団体事業費補助金 交付団体と

社会教育委員による情報交換会 まとめ
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令和６年度・令和７年度 春日部市社会教育委員会議 検討経過

◆令和６年度◆

令和６年 ６月２７日（木） 第１回社会教育委員会議

研修、会議テーマ検討、「社会教育関係団体の支援のあり方について」に決定

令和６年１０月３１日（木） 第２回社会教育委員会議

「社会教育関係団体の支援のあり方について」現状分析と調査方法について

令和７年 ３月２１日（金） 第３回社会教育委員会議

「社会教育関係団体の支援のあり方について」調査方法の決定

◆令和７年度◆

令和７年４月～６月

各団体へのアンケート調査・ヒアリング

令和７年 ６月２７日（金） 第１回社会教育委員会議

「社会教育関係団体の支援のあり方」調査結果の共有、提言書（素案）の検討

令和７年１０月 ６日（月） 第２回社会教育委員会議

「社会教育関係団体の支援のあり方について」提言書作成に向けた研修と検討

令和８年 ２月 ８日（日） 社会教育関係団体情報交換会 出席

社会教育関係事業費補助金交付団体と情報交換を行う

令和８年 ３月１８日（水） 第３回社会教育委員会議

提言書「社会教育関係団体の支援のあり方」の策定

教育委員会に提出
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令和６年度・令和７年度 春日部市社会教育委員名簿

任 期：令和６年６月１日～令和８年５月３１日

NO. 氏 名 所属団体・機関など 法 令 区 分 備 考

1 逸 見 育 子
へん み いく こ

春日部市私立幼稚園協会 学校教育関係者

2
三 浦 裕
み うら ゆたか

春日部市中学校長会 学校教育関係者
任期 :Ｒ6.6.1
～Ｒ7.6.26

鈴 木 美 江
すず き よし え

春日部市中学校長会 学校教育関係者
任期:Ｒ7.6.27
～Ｒ8.5.31

3
角 坂 清 博
かく さか きよ ひろ 埼玉県高等学校長協会

春日部市地区校長会
学校教育関係者

任期 :Ｒ6.6.1
～Ｒ7.6.26

谷ヶ﨑 覚
や が さき さとる 埼玉県高等学校長協会

春日部市地区校長会
学校教育関係者

任期:Ｒ7.6.27
～Ｒ8.5.31

4 金 重 光 江
かな しげ みつ え

青少年育成春日部市民会議 社会教育関係者

5 髙 山 まさ子
たか やま こ 春日部市子ども会

育成連絡協議会
社会教育関係者

6 松 田 洋 子
まつ だ よう こ

春日部市文化連合会 社会教育関係者

7 杉 山 充 男
すぎ やま みつ お

春日部市生涯学習市民推進員 社会教育関係者

8
田 中 良 司
た なか りょう じ

春日部市公民館運営審議会 社会教育関係者
任期 :Ｒ6.6.1
～Ｒ7.8.18

林 重 盛
はやし しげ もり

春日部市公民館運営審議会 社会教育関係者
任期:Ｒ7.8.19
～Ｒ8.5.31

9 樺 田 正 俊
かば た まさ とし 春日部市スポーツ推進委員

協議会
社会教育関係者

10
井 上 久美子
いの うえ く み こ 春日部市地域子育て支援

協議会
家庭教育の向上に資

する活動を行う者

任期 :Ｒ6.6.1
～Ｒ7.6.26

長 濱 孝 裕
なが はま たか ひろ 春日部市地域子育て支援

協議会
家庭教育の向上に資

する活動を行う者

任期:Ｒ7.6.27
～Ｒ8.5.31

11 比 嘉 里 奈
ひ が り な

春日部市ＰＴＡ連合会
家庭教育の向上に資

する活動を行う者
副委員長

12 小 野 奈生子
お の な お こ

共栄大学教授 学識経験者 委員長

13 中 島 信 一
なか じま しん いち

旧庄和町社会教育委員 学識経験者 副委員長

14 山 田 農 久
やま だ とよ ひさ

公募に応じたもの
社会教育・
家庭教育関係者

15 有 馬 廣 實
あり ま ひろ み

公募に応じたもの
社会教育・
家庭教育関係者
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